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第１章 計画策定にあたって
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１ 計画策定の背景と目的

我が国では、人口減少・少子高齢化の進行、核家族や共働き世帯の増加、価値観や生活習慣

の多様化等の変化によって、地域住民同士のつながりが弱まることが懸念されています。

一方で、経済的困難や孤独・孤立等の個人や世帯が抱える課題は多様化し、さらに 8050 問題

やダブルケア、ひきこもり、ヤングケアラーといった従来の制度では対応が難しい複雑化・複

合化した課題への対応が求められています。しかし、労働人口の減少により福祉分野において

も従事者不足や次世代の担い手不足といった課題が生じています。

こうした課題に対応するため、国では地域共生社会の理念を「支え手側と受け手側に分かれ

るのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティ」として掲げ、包括的な支援体制の整備等の取組を推進してきました。

本町においても、久御山町及び久御山町社会福祉協議会で「くみやま“あい”をつなぐ絆プ

ラン」を策定し、複雑化・複合化した課題への対応や、基本理念として掲げている「みんなで

つくろう 安心していきいき暮らせる福祉のまち」の実現を目指し、各種福祉施策や活動を進

めてきました。

このような中、「くみやま“あい”をつなぐ絆プラン」の計画期間が今年度末で満了すること

を受け、今後も、住民同士がつながりを持ち、支え合いながら安心して暮らせるあたたかい地

域づくりを推進するため、新たに令和８年度から 10 年間を計画期間とする「くみやま“あい”

をつなぐ絆プラン（以下、「本計画」とします。）」を策定することとしました。

本計画は、福祉の上位計画であり、身近な地域の福祉に関する様々な課題の解決に向けて、

住民や町・町社協・福祉関連団体等が連携し、互いに助け合いながら地域福祉活動に取り組ん

でいくための指針であるとともに、住民、各団体・事業者、町、町社協各々が協働して、お互

いを認め合い助け合える「絆」のある地域社会をめざし、誰もが安心していきいきと暮らせる

まちを実現するための方向性を示すものです。

久御山町が、誰一人取り残さず、誰もが安心して暮らせる地域であり続けるため、全世代・

全員の活躍を促進しながら各種福祉施策の推進を図り、一層の地域福祉の充実に取り組みます。
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２ 計画の位置づけ

本計画は、町の行政施策を示す「地域福祉計画」と、町社協が主体となって住民や民間組織

の活動方針をまとめた「地域福祉活動計画」を一体的に策定したものです。

「地域福祉計画」は「久御山町第６次総合計画」（計画期間：令和８年度～令和 17 年度）を

上位計画とし、整合性を図り策定します。また、「こども計画」（計画期間：令和７年度～令和

11 年度）、「第４次障害者基本計画」（計画期間：令和３年度～令和８年度）、「第 10 次高齢者保

健福祉計画」（計画期間：令和６年度～令和８年度）等の、福祉関連の個別計画の上位計画とし

て策定する計画となります。

また、本計画には、自殺対策基本法第 13 条の規定に基づき策定する「市町村自殺対策計画」

及び成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条の規定に基づき策定する「市町村成年後

見制度利用促進計画」としての内容を含みます。

「地域福祉活動計画」は住民や関係機関・団体との連携のもと、各事業を推進するための指

針として、令和３年度から令和７年度までを計画期間とする第４期計画を策定しましたが、期

間が満了したことに伴い、第５期計画として策定したものです。

久御山町 総合計画

くみやま“あい”をつなぐ絆プラン

第４期久御山町地域福祉計画

第５期久御山町地域福祉活動計画

久
御
山
町

こ
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市町村成年後見制度利用促進計画
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３ 計画の期間

本計画の計画期間は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 か年とし、取組や指標について

は、令和 12 年度に進捗状況の点検・評価を行います。また、大きな社会状況の変化などがあっ

た際には、計画期間中においても、必要に応じた見直しを行う場合があります。

４ 計画の策定方法

（１）「久御山町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」の開催

計画の策定にあたっては、有識者、保健・福祉の関係者、各種地域福祉関連団体の代表者、

行政関係者による「久御山町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」を開催し、検討を

行いました。

（２）アンケート調査等の実施

計画の策定に向けて、住民の現状や地域福祉に関する考え方等を把握するためのアンケート

調査を実施するとともに、地域福祉関係団体の地域における課題等について伺うための調査を

実施しました。

（３）パブリックコメント実施

計画について広く住民の声を把握するため、計画案をホームページに掲載するとともに、役

場等で閲覧できるようにするなど、パブリックコメントを実施しました。

令和（年度） ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

計画期間 点
検・評
価

第４期久御山町地域福祉計画・第５期久御山町地域福祉活動計画

久御山町地域福祉計画・地域福祉活動計画

策定委員会

事務局

久御山町福祉課

久御山町社会福祉協議会

課題等共有
計画検討

意見
反映

アンケート調査

関係団体調査

パブリックコメント
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５ 計画の進行管理

この計画に記載の施策については、町及び町社協の職員等によって毎年度の進捗状況の評価

を行い、次年度に向けた検討を行います。

また中間年度（令和 12年度）においては評価委員会を開催し、各事業計画の進捗状況や達成

状況と計画上の目標を比較して評価を実施し、以降の取組や次回の計画へ反映させることとし

ます。

①PLAN

②DO③CHECK

④ACTION

PDCAサイクル

実施評価

計画改善

＜PDCA サイクル＞

① 計画の策定

② 取組の着実な実施

③ 取組の点検・評価

④ 必要に応じた計画の見直し
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第２章 久御山町の現状と課題
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１ 統計データからみる現状と課題

（１）人口・世帯の推移

人口は減少して推移しており、令和７年は 15,156 人となっています。

年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口（０～14 歳）は一貫して減少、生産年齢人口

（15～64 歳）は増減しながら減少しています。老年人口（65 歳以上）は平成 31 年まで増加し

ていましたが、令和３年から減少に転じています。

世帯数は増加して推移している一方、１世帯当たり人員は減少して推移しています。令和７

年度の世帯数は 7,461 世帯、１人当たり人員は 2.03 人となっています。

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

世帯数の推移

6,883 6,891 6,974 7,066 7,128 7,194 7,217 7,322 7,390 7,461

2.37 2.34 2.31 2.27 2.22 2.19 2.16

2.11 2.07 2.03

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）（世帯）

世帯数 １世帯当たり人員

高い高齢化率が続いており、全世代・全員が活躍できる社会づくりが必要

世帯縮小により世帯内での課題対応能力が低下、地域での支え合いが必要

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

年齢３区分別人口の推移

2,153 2,108 2,041 1,979 1,906 1,841 1,762 1,676 1,617 1,548

9,494 9,300 9,251 9,165 9,060 9,014 8,954 8,999 8,959 8,922

4,673 4,749 4,822 4,888 4,888 4,865 4,839 4,789 4,758 4,686

16,320 16,157 16,114 16,032 15,854 15,720 15,555 15,464 15,334 15,156

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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外国人人口についてみると、平成 28 年の 387 人から令和７年の 1,149 人と約３倍に増加し

ています。令和７年の外国人住民割合は 7.58％となっています。

（２）要介護・要支援認定者の推移

要介護・要支援認定者数についてみると、増減しながら増加傾向で推移しています。

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

15,933 15,751 15,620 15,456

15,177

14,970 14,796 14,533 14,306 14,007

387 406 494 576 677 750 759 931 1,028 1,149

2.37 2.51

3.07
3.59

4.27
4.77 4.88

6.02

6.70
7.58

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（％）（人）

日本人 外国人 外国人住民割合

外国人人口の推移

116 121 115 96 115

213 190 213 215
233

97 93
114 111

103

156 156
175 188 179

160 170
149 137

156

116 119
120 139

135
71 81

77 70
71

929 930
963 956

992

0

200

400

600

800

1,000

1,200

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

資料：介護保険事業状況報告月報（各年度９月末現在）

要介護・要支援認定者の推移
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（３）障害者手帳所持者の推移

障害者手帳所持者数についてみると、身体障害者手帳所持者は減少していますが、療育手帳

所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者は緩やかに増加しています。

（４）生活保護の状況

生活保護の被保護人員、被保護世帯ともに減少して推移しています。

1,147 
1,114 1,106 1,099 1,090 

158 166 166 168 176 

90 105 106 123 
128 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（人）

身体障害者手帳所持者数

療育手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳所持者数

資料：手帳交付台帳登載者数（京都府）（各年度末現在）

障害者手帳所持者の推移

支援を必要とする方が増加、また多様化しており、多様な個性や価値観を認め合う意識の醸成

や支援体制の充実が必要

生活保護の被保護人員・世帯の推移

資料：福祉課（各年度末現在）

404
378 360 342 327 

264
252

244
233 226 

0

100

200

300

0

100

200

300

400

500

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（世帯）（人）

被保護人員 被保護世帯
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（５）要保護児童生徒の状況

小中学校児童生徒数及び要保護児童生徒、準要保護児童生徒数はともに減少傾向で推移して

います。
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２ アンケート調査結果からみる現状と課題

（１）調査の目的

本計画の策定にあたって、町内にお住まいの皆様のお考えやご意見をお聞かせいただき、計

画策定のための基礎資料とするため、アンケートを実施しました。

（２）調査対象と実施概要

調査対象と実施概要は以下のとおりです。

（３）配布と回収状況

調査票の配布と回収の状況は以下のとおりです。

調査の対象 調査期間 実施方法

町内にお住まいの 18歳以上の方

1,200人（無作為抽出）

令和７年２月上旬～

２月25日

郵送での配布・回収

（調査票に二次元コードを記載し、

WEBでの回答も可とした）

配布数
回収数

回収率
有効回収数 白票

1,200 合計 370 （紙 279、WEB 91） ０ 30.8％
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（４）結果からみる現状と課題

Point１ 「地域とのつながりがある」と感じる割合は約６割。しかし、若年層や居住年数

が短い方では低い割合。

○「地域とのつながりがある」と感じる割合は、前回と比較し減少しているものの 60.3％と過

半数となっています。一方、「地域とのつながりはない」と感じる割合は、全体としてみると

22.7％となっていますが、18～29 歳では 71.4％、居住歴が２年以上５年未満では 42.1％、

５年以上 10年未満では 40.0％と高くなっています。

設問：あなたは地域とのつながりがあると思いますか。（単数回答）

「地域のつながりがある」方が多いことを活かしながら、若年層や転入者も含めた地域のつな

がりの促進が必要

60.3

22.7

14.9

2.2

65.6

21.3

12.5

0.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

つながりがあると思う

つながりはないと思う

わからない

無回答
今回（令和６年度）n=370

前回（令和元年度）n=375

合計 つながり
があると
思う

つながり
はないと
思う

わからな
い

無回答

370 223 84 55 8
100.0% 60.3% 22.7% 14.9% 2.2%

21 5 15 1 0
100.0% 23.8% 71.4% 4.8% 0.0%

71 37 19 14 1
100.0% 52.1% 26.8% 19.7% 1.4%

109 72 17 20 0
100.0% 66.1% 15.6% 18.3% 0.0%

167 109 33 20 5
100.0% 65.3% 19.8% 12.0% 3.0%

9 5 3 1 0
100.0% 55.6% 33.3% 11.1% 0.0%

19 7 8 4 0
100.0% 36.8% 42.1% 21.1% 0.0%

30 11 12 7 0
100.0% 36.7% 40.0% 23.3% 0.0%

49 25 16 8 0
100.0% 51.0% 32.7% 16.3% 0.0%

166 96 38 28 4
100.0% 57.8% 22.9% 16.9% 2.4%

91 77 6 7 1
100.0% 84.6% 6.6% 7.7% 1.1%

居
住
年
数

2年未満

2年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上50年未満

50年以上

年
齢

18～29歳

30～49歳

50～69歳

70歳以上

全体
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Point２ 日頃からの声かけや安否確認は「よくできている」が約１割。今後も一人暮らし

高齢者をはじめとした要配慮者への対応は重要。

○地域における日頃からの声かけや安否確認は、「よくできている」が 12.8％にとどまってい

ます。また、実際に自身の声かけや安否確認の実施状況は「行っている」が 9.2％となって

います。

Point３ 手助けできると感じている方が多いのは「話し相手」や「買い物」、助けてもら

いたいと感じている方より多くいる状況。

○手助けできることと

しては、「日常的な話し

相手」が 37.0％、「特に

ない」が 32.4％、「日常

的な買い物」が 27.0％

と多くなっています。こ

れに対して助けてもら

いたいことは「日常的な

話し相手」が 15.1％、

「日常的な買い物」が

15.9％となっています。

設問：近所では日頃から声かけや安否確認がお互

いにできていると思いますか。（単数回答）

設問：あなたは日頃から声かけや安否確認を行っ

ていますか。（単数回答）

住民一人ひとりが、日頃からの声かけや安否確認を行える仕組みづくり、意識の醸成が必要

設問：地域の人に手助けしてもらいたいことはありますか。また、あ

なたはどのような手助けができると思いますか。（複数回答）

「手助けできること」が「助けてもらいたい」を上回っていることについてコーディネートす

ることで、地域のつながりづくりのきっかけとなる可能性

12.8

26.0

34.7

10.7

14.3

1.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

よくできている

できているが不十分

あまりできていない

まったくできていない

よくわからない

無回答 n=196

9.2

30.1

30.1

22.4

8.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

行っている

行っているが不十分

あまり行っていない

まったく行っていない

無回答 n=196

15.9

15.1

9.2

10.3

13.8

7.3

10.5

13.8

15.9

20.8

2.2

42.7

2.2

27.0

37.0

20.0

8.6

4.9

10.3

10.3

17.3

6.2

10.5

2.7

32.4

4.6

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

日常的な買い物

日常的な話し相手

病院の薬の受け取り等の用事

食事作りや洗濯、ごみだし等

病気のときの看病や世話・家族の世話

急な外出時等の子どもの世話・見守り

子育てや介護などについての相談

日常の悩みや不安の相談

高齢者や障害のある方の介護・介助・世話

町内外での移動手段の確保

その他

特にない

無回答

助けてもらいたいことn=370

手助けできることn=370
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Point４ 何とかしなくては、と感じているのは「移動手段」。次いで「自治会などの役員

のなり手不足」。

○これは何とかし

なくてはいけな

いと感じている

のは「使いやす

い移動手段の確

保」が 31.6％と

最も多くなって

います。次いで

「自治会などの

役員のなり手が

ないこと」が

23.5％となって

います。

Point５ 少数ではあるものの、ひきこもり状態にある方がいる。

○同居している方の中にいる

方として「ひきこもり状態に

ある方」が 1.1％となっていま

す。

設問：地域で、「これは何とかしなくてはいけないのでは」と感じている課題は

何ですか。（複数回答）

住民の生活に沿った移動手段の確保方策への検討が必要

地域活動を担う人材の確保・育成が必要

16.8

6.5

4.9

23.0

23.5

20.3

7.8

6.2

4.1

20.5

9.5

7.8

7.6

31.6

9.5

3.5

5.1

10.3

8.9

3.0

9.2

0% 10% 20% 30% 40%

子どもの遊び場がないこと

子どもの非行やいじめ、不登校のこと

ヤングケアラー

ごみ処理や犬のふんの後始末、違法駐車などの住民マナーのこと

自治会などの役員のなり手がないこと

ひとり暮らしや高齢世帯への見守り・支援、介護世帯への見守り・支援

心身に障害のある方への見守り・支援

ひとり親家庭への見守り・支援

高齢者や子どもの虐待防止

火災予防や災害時の避難、誘導

高齢者等の閉じこもりがちな人への関わり方

暮らしや福祉のことを相談できる人がいないこと

住民同士が集える場所と機会がないこと

使いやすい移動手段の確保

生活に困窮している世帯への支援

ひきこもりへの支援

自殺に追い込まれないための支援

特にない

わからない

その他

無回答
n=370

6.8

11.6

6.2

8.1

5.4

38.6

6.8

7.0

4.9

3.2

1.4

1.1

1.1

21.1

5.1

8.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

乳幼児

小学生

中学生

高校生

大学生・専門学生

65歳以上の方

介護を必要とする方

障害のある方

20歳以上で無職の方

息子夫婦

娘夫婦

外国籍の方

ひきこもり状態にある方

いずれもない

その他

無回答
n=370

設問：一緒に住んでいる方の中に次のような方（本人も含みま

す）はおられますか。（複数回答）

従来の制度の対象になりにくい課題を有する方に対しての支援体制の整備が必要
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Point６ 地域活動・住民活動は「活発にしたい」と考える方が過半数。しかし「時間的余

裕のなさ」が理由となり参加できない方も多い。活動につなげるための方法とし

て情報提供の充実や時間の短さ・時間帯の柔軟さを求める意見が多い。

○地域の人同士の助け合い・支え合いの活動については「困っているときはお互いさまだから

活発にしたい」が 51.1％と最も多くなっていますが、「どの程度まで関わればよいかわから

ない」も 40.8％となっています。

○「時間的ゆとりがない」ことで、住民活動に参加していない方が 39.2％となっています。

設問：地域の人同士の助け合いや支え合いの活動について、どのように思いますか。（複数回答）

設問：住民活動に参加しない理由は何ですか。（複数回答）

【住民活動に参加したことがない方・現在は参加していない方限定】

活動に関する周知や気軽に参加できる短時間の活動を検討していくことで、参加の機会を増

やしていくことが必要

51.1

10.3

7.0

20.8

40.8

30.0

1.6

1.4

4.9

55.5

9.3

7.2

15.2

39.7

33.9

0.8

2.1

2.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

困っているときはお互いさまだから活発にしたい

家族や親せきで何とかしたいと思うので、活動に参加したいとは思わない

手助けしてもらうことや手助けすることに抵抗感がある

ふだんからの付き合いがないので考えにくい

参加したいとは思うが、困っている人にどの程度まで関わればよいかわからない

公的なサービスを充実して対応すべきと思う

興味がない

その他

無回答

今回（令和６年度）n=370

前回（令和元年度）n=375

39.2

8.0

0.8

16.8

18.8

5.6

14.0

2.4

8.8

1.6

0.8

3.2

2.4

8.0

26.0

8.0

16.4

46.4

13.8

1.3

19.7

20.9

2.5

11.3

3.8

6.7

0.8

0.8

2.1

2.1

10.0

28.5

7.1

6.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

時間的ゆとりがない

家族に病人や、小さい子どもがいる

家族の理解が得られない

自分が健康でない

人間関係がむずかしそうだ

活動に経費がかかる

一緒に活動する仲間がいない

活動内容が自分の趣味や特技を生かせない

活動したいと思う団体がない

活動する場の提供や経済的支援等行政の協力が得られない

活動に参加したが、自分に対する理解や支持が得られなかった

ボランティア講座など、知識や技術を学べる機会がない

ボランティア活動に生きがいや充実感がない

活動はしたいが、どこに行けばよいかわからない

どのような活動が行われているか知らない

その他

無回答

今回（令和６年度）n=250

前回（令和元年度）n=239

設問：どのような支援や環境があれば活動に参加できると思いますか。（記述回答）

情報提供の充実　14件 時間が短い、自由　10件
上位２項目
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Point７ 判断能力が十分でなくなったときに頼れる人がいない方がいる。また、将来的に

自身の判断能力が不十分となった場合に成年後見制度を利用したいかどうかに

ついて「わからない」方が約半数。

○自分自身や家族の判断能力が不十分となったときに頼る人は「家族・親せき」が 86.2％と最

も多くなっている一方で、「頼れる人がいない」とした人が 3.2％となっています。

○将来的に自分自身の判断能力が不十分となったときに成年後見制度を利用したいと思うか

では、「わからない」が 48.1％と最も多くなっています。

設問：あなたやご家族の判断能力が十分でなくなったとき、誰を頼りますか。（複数回答）

設問：将来的にあなた自身の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度を利用したいと思います

か。（単数回答）

成年後見制度についての認知や理解を広げるための情報提供が必要

86.2

4.1

11.9

9.7

11.6

21.1

1.6

3.2

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親せき

近所の人

友人・知人

社会福祉協議会

弁護士や社会福祉士等の専門職

役場（地域包括支援センター）

その他

頼れる人がいない

無回答
n=370

24.6

25.7

48.1

1.6

0% 20% 40% 60%

利用したいと思う

利用したいと思わない

わからない

無回答 n=370
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Point８ 「地域福祉を知る機会の充実」の取組へ高い評価。「民生委員・児童委員」の認

知度が増加も「ゲートキーパー」や「成年後見制度」の認知度は低い。

○地域福祉推進の項目について評価できると回答した割合が多い項目は「地域福祉について学

ぶ場と知る機会づくり【地域福祉を知る機会の充実】」であり、評価できないと回答した割合

が多い項目は「誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり【公共交通の充実と移動手段の

確保等】」となっています。

○久御山町における地域資源について「よく知っている」「大体知っている」を合わせた『知っ

ている』割合は、社会福祉協議会では 44.0％となり前回の 52.0％と比較し減少しています。

「民生委員・児童委員」では『知っている』が 49.7％となっており、前回と比べ増加してい

ます。

○「ゲートキーパー」を『知っている』が 2.9％、「成年後見制度」を『知っている』が 18.7％

と少なくなっています。

設問：久御山町地域福祉推進の項目について「現状の取組評価」を選択ください。（単数回答）

設問：久御山町にある地域資源を知っていますか。（単数回答）

上：今回（令和６年度）n=370

下：前回（令和元年度）n=375

※グラフが１本のみの項目は

前回調査無し

地域福祉に関する周知活動を引き続き行い、久御山町における地域福祉の取組を知っていた

だくことで、さらなる地域福祉の推進につなげることが必要

評価できる 評価できない

１位
地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり

【地域福祉を知る機会の充実】
誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり

【公共交通の充実と移動手段の確保等】

２位
誰もが安心して暮らすことができる環境づくり

【住みよい地域環境づくり 】
誰もが安心して暮らすことができる環境づくり

【住みよい地域環境づくり】

３位
地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり
【福祉教育・道徳教育の推進と青少年健全育成】

誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり
【ユニバーサル・デザインのまちづくり】

各上位３項目

17.8

20.3

17.8

18.1

0.5

4.9

26.2

31.7

31.9

26.9

2.4

13.8

36.2

26.1

33.5

28.5

14.9

28.9

14.1

13.6

11.1

14.9

71.4

43.2

5.7

8.3

5.7

11.5

10.8

9.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

ゲートキーパー

成年後見制度

よく知っている 大体知っている 聞いたことがある 知らなかった 無回答
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３ 関係団体調査結果からみる現状と課題

（１）調査概要

本計画の策定にあたって、町内で活動する関係団体のお考えやご意見をお聞かせいただき、

計画策定のための基礎資料とするため、アンケートを実施しました。

（２）実施概要と回収状況

調査対象と実施概要は以下のとおりです。

（３）結果からみる現状と課題

Point１ 関係団体が持つ課題は人材に関することに集中。活動資金や場所、活動の周知や

他団体との交流に課題がある団体もある。

○関係団体が持つ活動や運営にあたっての課題は、「メンバーの高齢化（若い人が少ない）」が

63.2％と最も多くなっており、次いで「人材の確保が難しい」が 42.1％、「リーダー（後継

者）が育たない」が 36.8％となっています。

○「活動資金の確保が難しい」、「活動の PR や情報発信、町民への周知が難しい」がそれぞれ

26.3％となっています。

調査の対象 調査期間 実施方法 回収数

町内で活動する関係団体

32団体

令和７年 10月上旬～

10月24日

郵送での配付

FAXまたは郵送での回収
19

63.2

42.1

36.8

26.3

26.3

21.1

21.1

15.8

5.3

10.5

31.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

メンバーの高齢化（若い人が少ない）

人材の確保が難しい

リーダー（後継者）が育たない

活動資金の確保が難しい

活動のPRや情報発信、町民への周知が難しい

活動場所（拠点）の確保が難しい

他の団体と交流する機会が乏しい

利用者（参加者）が増えない

活動内容や活動メニューの開発に苦慮している

その他

特に困っていることはない

無回答
n=19

設問：活動や運営にあたっての課題は何ですか。（複数回答）

地域福祉活動を継続していくため、地域福祉に関する周知による参加の促進や活動しやすい

環境づくりが必要
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Point２ 関係団体同士の連携について、活発にすべきと考える団体が約８割。

○地域で活動する団体同士の連携

やネットワーク形成については、

「活発にすべき」と考えている

団体が 78.9％と多数となってい

ます。

○各団体では住民同士のつながり

に関する取組が多く行われてお

り、今後の取組についても検討

されています。

Point３ 地域福祉推進のためには、住民の参加のしやすさや団体の活動のしやすさのほか、

関係団体同士が連携を深めることが重要。

設問：身近な地域で様々な活動を行っている団体同士が

連携することについてどう考えますか。（単数回答）

活発にすべき

78.9%

特に必要は

ない

10.5%

わからない

10.5%

無回答

0.0%

n=19

関係団体の活動に関しての情報を共有する、共に活動する機会を設ける等、つながりづくりを

進めていくことが重要

設問：今後、地域福祉を進めて行くために必要になると思われることは何ですか。（記述回答）

関係団体の連携を深め福祉をつなぐネットワークを強化し、様々な住民の課題に対応できる

体制づくりが必要

住民同士や関係団体同士等
つながりに関する現在の取組

住民同士や関係団体同士等
つながりに関する今後できる取組

情報交換、共有、相談など伴走支援 地域住民との意見交換

地域ごとでの交流の場を設ける 地域ごとで活動できる体制づくり

友愛訪問、声かけ グランハットのホールでのイベント

演奏活動 居場所づくりの拡充

手話・日本語等の指導

障害福祉施設での交流

居場所づくり（子どもから大人）

○ 様々な課題を抱えている住民が増える中、相談する場集う場が不足していると思う。行政、社
協だけでなく、福祉施設など民間が出来る様な支援を作っていくべきだと思う。

○ ボランティア個人・団体のネットワーク、他のボランティアを知る、学ぶなどを直接ふれる機
会があると良い。

○ 行政にできること、社協ができることの範囲を明確にし、「民間団体につなぐ、連携する、委
託する」という仕組みをつくる。

○ ゆうホール使用料の免除やWi-Fiの設置。

○ 健康づくりや居場所づくりの取組。

○ 移動手段の確保。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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４ 各施策進捗評価

指標に関する評価

（１）評価の方法

「くみやま“あい”をつなぐ絆プラン」において設定した目標値について、以下の３段階で

の評価を行いました。

（２）評価の結果

A 評価が 20.0％、B評価が 44.0％、C評価が 36.0％となっており、全体の 64.0％が目標に向

けて進捗（A評価＋B評価）している状況です。

※見守りふくろう隊員数は休止中であるため、評価の対象外としています。

評価

基準

A 目標達成

B 達成であるが目標に向けて近づいて（維持して）いる

C 目標に向けて遠ざかった

基準値 目標値 現状値
R１ R７ R６

自治会単位での福祉防災マップの作成か所 か所 3 5 2 C

要支援者等宅への防火訪問の実施（延べ職・団員数） 世帯 249 250 150 C

認知症サポーターの養成人数 人 2,309 2,400 2,984 A

公園整備 か所 46 50 45 C

絆見守りネットワーク参画企業・事業所の拡充 組織 120 130 123 B

家族介護者交流事業参加者 人 32 40 20 C

ささえ愛移送サービスの利用回数 回/年 270 300 193 C

ささえ愛サービス（家事支援）の利用時間 時間/年 36 50 23 C

買い物支援ボランティア活動者 人 14 50 14 B

自治会への加入割合 ％ 49.6 60.0 42.2 C

傾聴ボランティア活動の利用人数 人 2 10 3 B

見守りのふくろう隊員数 人 381 400 -

誰でもサロン活動実施か所数 か所 9 15 17 A

ミニデイサービス参加者数 人 1,666 1,800 1,813 A

いきがい大学参加者数 延べ人数 1,851 1,900 965 C

地域福祉懇談会開催数 か所 3 12 10 B

地域福祉についての広報回数 回/年 10 15 10 B

町内のサークルなどの会員数 人 330 340 239 C

ボランティアバンク登録者数 人 299 350 303 B

ボランティアバンク登録団体数 団体 26 30 29 B

げんきサポーター研修受講者数 人 0 100 0 B

障害者相談支援事業所 か所 3 3 3 A

ケアマネジャー研修会の開催 回 2 6 3 B

自殺者数 人 1 0 0 A

成年後見制度についての広報回数 回/年 - 5 0 B

成年後見制度研修会の開催回数 回 - 2 0 B

６ 地域福祉推進体制の強化

７ 誰も自殺に追い込まれることのない地域づくり

８ 成年後見制度利用促進

評価

１　誰もが安心して暮らすことができる環境づくり

２ 誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり

3 地域住民の交流の場づくり

４ 地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり

５ 私もかかわるまちづくりの推進

指標名 単位
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取組の進捗評価

（１）評価の方法

「くみやま“あい”をつなぐ絆プラン」における取組の実施状況について、町の各担

当課と社会福祉協議会において評価をしました。
各取組に関して４つの評価基準（「計画通りに実施＝10 点」「概ね計画通りに実施＝８点」

「一部実施＝５点」「実施していない＝０点」）で点数化し、８つの柱や計画全体といった、よ

り上位の枠組みで平均値を算出し、計画全体の検証を行いました。（社会福祉協議会は７つの柱

での評価）

（２）評価の結果（町各課評価）

（※平均値が高いほど良い評価となる）

計画全体の評価の平均値は 7.44（「概ね計画通りに実施」の水準）となっています。

各柱における評価は「１ 誰もが安心して暮らすことができる環境づくり」が 7.66、「２ 誰

もが地域や社会に参加しやすい環境づくり」が 7.83、「３ 地域住民の交流の場づくり」が 8.11、

「４ 地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり」が 8.67、「６ 地域福祉推進体制の強化」が

8.67、「７ 誰も自殺に追い込まれることのない地域づくり」が 8.45 と計画全体の平均値を上

回っています。

一方で、「５ 私もかかわるまちづくりの推進」が 4.33、「８ 成年後見制度利用促進」が 5.83

と計画全体の平均値を大きく下回っています。

＜各柱の評価＞

評価対象 平均値

計画全体 7.44

7.66

7.83

8.11

8.67

4.33

8.67

8.45

5.83

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

１ 誰もが安心して暮らすことができる

環境づくり

２ 誰もが地域や社会に参加しやすい

環境づくり

３ 地域住民の交流の場づくり

４ 地域福祉について学ぶ場と知る機

会づくり

５ 私もかかわるまちづくりの推進

６ 地域福祉推進体制の強化

７ 誰も自殺に追い込まれることのない

地域づくり

８ 成年後見制度利用促進
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（３）評価の結果（社会福祉協議会評価）

（※平均値が高いほど良い評価となる）

計画全体の評価の平均値は 6.16（「概ね計画通りに実施」～「一部実施」の水準）と

なっています。

各柱における評価は「２ 誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり」が 7.89、「４

地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり」が 6.95、「５ 私もかかわるまちづくりの

推進」が 7.11、「６ 地域福祉推進体制の強化」が 7.83 と計画全体の平均値を上回って

います。

一方で、「１ 誰もが安心して暮らすことができる環境づくり」が 5.12、「３ 地域住

民の交流の場づくり」が 5.71、「７ 誰も自殺に追い込まれることのない地域づくり」

が 2.50 と計画全体の平均値を下回っており、「７ 誰も自殺に追い込まれることのない

地域づくり」は最も低い評価点となっています。

＜各柱の評価＞

評価対象 平均値

計画全体 6.16

5.12

7.89

5.71

6.957.11

7.83

2.50

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

１ 誰もが安心して暮らすことができる

環境づくり

２ 誰もが地域や社会に参加しやすい

環境づくり

３ 地域住民の交流の場づくり

４ 地域福祉について学ぶ場と知る機

会づくり
５ 私もかかわるまちづくりの推進

６ 地域福祉推進体制の強化

７ 誰も自殺に追い込まれることのない

地域づくり
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５ 久御山町の地域福祉における課題まとめ

個人や世帯が抱える課題は経済的困難や孤独・孤立等多様化し、また、複雑化・複合化して

います。従来の対象者別の制度ではこのような課題への対応が難しいため、日頃から相談支援

機関が連携することで、複合化した相談内容を適した相談支援機関へ速やかに情報共有し、と

もに課題解決に向けて取り組みます。

また、相談先がわからず、課題を抱え込むことがないよう、わかりやすく伝わりやすい情報

発信に取り組みます。

要介護・要支援認定者や療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向にあ

り、今後、権利擁護支援のニーズの増加が見込まれます。判断能力が不十分となっても、住み

慣れた地域で自分らしく生活を送ることができるよう支援体制を構築します。

また、制度が必要となったときに円滑に相談・利用ができるよう、成年後見制度や日常生活

自立支援事業等の相談窓口や制度の周知に取り組みます。

世帯の縮小の進行や福祉ニーズの多様化・複雑化がみられる中で、地域住民同士の気づきや

見守り、支え合いの行動はますます重要性を増しています。

支え手や受け手に分かれるのではなく、誰もが役割を持ち、自分のできることを活かしなが

ら地域の各所で支え合いが生まれるよう、住民一人ひとりが地域福祉を知り、学ぶ機会づくり

に取り組みます。

地域福祉を進めていくためには、住民同士のつながり、関係団体同士のつながりといった、

地域におけるさまざまなつながりが重要です。現在のつながりを維持しながら、つながりをさ

らに広げていくために、住民が交流や活動の場に参加しやすい環境づくりに取り組みます。

課題１ 支援を必要とする方の増加や個人・世帯の抱える課題が複雑化・複合化してお

り、福祉をつなぐネットワークの強化や伝わりやすい情報発信に取り組むことが

必要。

課題２ 増加や多様化が見込まれる権利擁護支援のニーズへの対応、また、支援制度の

周知や理解促進に取り組むことが必要。

課題３ 住民一人ひとりの地域福祉に関する意識の醸成を図るとともに、住民が手助け

できる取組を活かすための方策が必要。

課題４ 地域福祉のさらなる推進に向け、地域における様々なつながりづくりに引き続

き取り組むことが必要。
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第３章 計画の基本理念と基本方針
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１ 基本理念

みんなでつくろう

安心していきいき暮らせる福祉のまち

前計画の期間（令和３年度～令和７年度）においては、地域共生社会の実現に向けて、つな

がりや絆を大切にしながら「みんなでつくろう 安心していきいき暮らせる福祉のまち」を基

本理念として掲げ、地域福祉を推進してきました。

しかしながら、人口減少や価値観の多様化等の変化により、地域のつながりの希薄化が懸念

される状況は続いています。

複雑化・複合化した課題が顕在化する状況の中で、地域のつながりや支え合いの重要性は増

していることから、本計画においても前計画の基本理念を継承するものとします。

住民一人ひとりがつながりを持ちながら、支え、支えられ、子どもから高齢者、支援を必要

とする人も誰もが安心していきいきと暮らせるようなまちをめざします。
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２ 計画の基本方針

基本理念の実現に向け、本計画では以下の３つの基本方針を掲げ、久御山町における地域福

祉の推進を図ります。

² 誰もが心安らぐまちにしよう ～みんなが快適に暮らせる素敵なまち～

年齢や障害の有無、支援を必要とする人もしない人も、誰もが心安らぎ、住み慣れた地域

で快適に暮らしていける素敵なまちとなるよう、地域づくりを進めます。

様々な相談に対応するため町内の相談窓口等の連携を図り、福祉をつなぐネットワークを

強化します。

² 支え合いを根付かせよう ～私もあなたも、誰かの支え～

暮らしの中で少し困ったときや発災時に避難するために誰かの手助けが必要なとき等、住

民同士の支え合いが活発に行われ、地域の中で孤立することがないよう、地域福祉に関する

意識醸成を促進します。

² あったかい地域にしよう ～地域の誰もが顔なじみ～

近所や自治会の地域の範囲等の中で住民同士が顔見知りで、安心して暮らし、地域の活動

や交流の場に参加できるよう、外出しやすい環境づくりや地域活動を実施しやすい環境づく

りを進めます。

課題１ 支援を必要とする方の増加や個人・世帯の抱える課題が複雑化・複合化

しており、福祉をつなぐネットワークの強化や伝わりやすい情報発信に

取り組むことが必要。

課題２ 増加や多様化が見込まれる権利擁護支援のニーズへの対応、また、支援

制度の周知や理解促進に取り組むことが必要。

【住民アンケート】Point５・７・８

課題３ 住民一人ひとりの地域福祉に関する意識の醸成を図るとともに、住民が手

助けできる取組を活かすための方策が必要。

【住民アンケート】Point２・３・４・６

課題４ 地域福祉のさらなる推進に向け、地域における様々なつながりづくりに引

き続き取り組むことが必要。

【住民アンケート】Point１ 【関係団体調査】Point１・２・３
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第４章 地域福祉推進に向けた具体的な取組
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１ 施策体系

本計画で掲げる基本理念と基本方針を踏まえ、その実現に向けた重要な８つの柱を基本に以

下の各取組を進めます。

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う

安
心
し
て
い
き
い
き
暮
ら
せ
る
福
祉
の
ま
ち

基本理念 基本方針 柱 取組

誰もが心安らぐま

ちにしよう

～みんなが快適に

暮らせる素敵なま

ち～

１ 地域福祉推進体制の

強化

(１)包括的な相談体制の充実

(２)地域における課題の収集と共有

(３)福祉サービスの利用援助とケアマネジメント

機能の充実

(１)自殺対策に係るネットワークの充実

(２)住民への周知と啓発

(３)生きることへの促進要因への支援

(１)権利擁護にかかる体制の強化

(２)誰もが利用しやすい制度の運用と周知の促進

２ 誰も自殺に追い込ま

れることのない地域

づくり

（第５章に明記）

３ 成年後見制度の利用

促進

（第６章に明記）

(１)住民による相互支援活動の展開

(２)各種団体活動の充実とネットワークの強化

(３)支援者をつなぐセーフティネットの構築

(１)住みよい地域環境づくり

(２)安全・安心なまちづくり

(３)配慮が必要な方への支援

(１)地域福祉を知る機会の充実

(２)福祉教育・道徳教育の推進と青少年健全育成

(３)人権尊重のまちづくり

(１)公共交通の充実と移動手段の確保等

(２)ユニバーサル・デザインのまちづくり

(３)福祉情報の提供の充実

(１)誰もが集える交流や憩いの場づくり

(２)自治会活動の推進

(３)地域福祉・見守り活動の推進

４ 私もかかわるまち

づくりの推進

５ 誰もが安心して暮ら

すことができる環境

づくり

６ 地域福祉について

学ぶ場と知る機会

づくり

７ 誰もが地域や社会に

参加しやすい環境

づくり

８ 地域住民の交流の場

づくり

支え合いを根付か

せよう

～私もあなたも、

誰かの支え～

あったかい地域に

しよう

～地域の誰もが顔

なじみ～
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２ 具体的な取組内容

１ 地域福祉推進体制の強化

（１）包括的な相談体制の充実

＜町 取組内容＞

【方針・考え方】

日常生活を送るうえで、困りごとや支援を必要としている人たちに、正確な情報を提供するこ

とができるよう福祉制度やサービスの周知を行います。

また、庁内の各課や町社協や関係機関、サービス事業所の連携強化をこれまで以上に図ること

で、課題等を抱えた住民が身近な地域で相談することができ、自ら情報を得たり、相談したりす

ることが難しい人が取り残されることがないよう、包括的な相談支援ネットワークを強化し、生

活支援や福祉のサービスにつながることができるまちをめざします。

自助・互助

（住民）

l 困ったことがある時は、抱え込まず相

談しましょう。

l 地域が抱える課題について考えてみま

しょう。そして共有しましょう 。

l 福祉サービスについて情報を入手し、

活用しましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 誰もが相談しやすい相談体制の充実を

図ります。

l 地域における課題の把握に努めます。

l 適正な福祉サービスの提供を行いま

す。

取組 内容 担当課

相談窓口の周知 広報紙やホームページ、機関紙、パンフレットなど多

様な手段で、相談窓口の業務内容等の情報を周知し、

住民にとって身近な存在にします。

福祉課

各種相談窓口の充実 住民が安心できる暮らしを支えるため、ひきこもり、

生活困窮など様々な相談ごとに対応できる相談窓口の

充実をめざします。

福祉課

相談窓口ガイドの

作成・更新

町内の各種相談窓口一覧を作成し、全世帯に配布しま

す。また、作成後は定期的に情報の更新を行います。
福祉課

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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【包括的な相談支援ネットワーク 図】

包括的な相談支援

ネットワークの構築

（別図参照）

様々な生活課題を抱える方の相談窓口の充実をはじめ

とする、包括的な相談体制の充実に努めます。また、

複合課題を抱える人の相談に対し、それぞれの相談支

援事業所等の様々な主体がネットワークに参画し、課

題を共有しながら支援を進めます。

福祉課

はぐくみ定期便の

実施

生後３か月から満１歳までの乳児のいるご家庭に訪問

支援員が訪問し、子育ての不安や悩みの聞きとりや育

児環境の把握、オムツなどの育児用品の配布を行うこ

とで、相談・見守り・経済的サポートの充実を図りま

す。

子育て支援課

課題を抱える方

子ども・子育て分野
高齢分野

障害分野
生活困窮

こども園

子育て支援センター
はぐくみ

なかよし学級

小中学校

宇治児童相談所
（京都府） ハローワーク宇治

地域包括支援センター

介護保険サービス
事業所

山城北保健所
（京都府）

京都府自殺ストップ
センター（京都府）

脱ひきこもり支援
センター（京都府）

社会福祉協議会

在宅医療施設

地域自立支援協議会

民生児童委員協議会

ヤングケアラーダブルケア

8050問題

ひきこもり
福祉課

国保健康課

子育て支援課

教育委員会

くみやま“あい”をつなぐプラットフォーム
相談者の相談内容に応じて、久御山町相談支援ネットワーク内における

それぞれの相談支援事業所から、適した支援を実施します！
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（２）地域における課題の収集と共有

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

（３）福祉サービスの利用援助とケアマネジメント機能の充実

＜町 取組内容＞

取組 内容

心配ごと相談所等の

開設

相談業務担当者の資質向上、関係機関との連携強化等を進めることで相

談機能の強化を図ります。

弁護士及び司法書士

による無料法律相談

の開設

開設回数や開設時間等を含め、現在の状況で継続して実施します。（弁護

士相談：月１回、司法書士相談：隔月）

地域に密着した総合

相談支援体制づくり

身近な地域での相談から専門的な相談へとつなげることのできる体制づ

くりを進めます。また、どの窓口で相談を受けても、内容に応じた相談機

関と連携して解決につなげていける流れを作ります。

相談窓口の周知 広報紙やホームページ等により、相談窓口の情報提供を行います。

取組 内容 担当課

地域における生活課

題の調査と収集

高齢者等実態調査を民生児童委員協議会と町社協が３

年ごとに協働で実施しています。また現在２地域で作

成された要配慮者台帳の情報をもとにした福祉マップ

づくりを他の地域へも啓発していきます。

福祉課

地域福祉活動推進と

個人情報保護の両立

地域福祉活動の推進と個人情報の保護の両立につい

て、住民とともにさまざまな研修等を実施します。
福祉課

取組 内容

高齢者世帯等調査の

実施

高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者の在宅介護者を対象に

アンケート調査を行い、調査後の結果を今後の取組に十分に活用します。

※３年に１回実施予定

新たな福祉ニーズ調

査実施

今日的な生活課題を抱える世帯を対象とした新たな福祉ニーズ調査を必

要に応じて行います。

取組 内容 担当課

福祉制度やサービス

の周知・啓発

「広報くみやま」やホームページ、パンフレットなど

で、各種福祉制度やサービスの周知・啓発を行います。
福祉課

相談やサービスに関わ

る人材の研修の充実

町職員や町社協職員、ケアマネジャー、相談支援事業

所の相談員等の研修機会を充実させます。
福祉課
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

１ 地域福祉推進体制の強化 関連指標

ケア会議等の充実と

「地域包括ケア推進

会議」の実施

ケアマネジメントのあり方等を検証、検討する既存の

地域ケア会議や、困難事例等個別のケースを随時検討

するケース会議の充実を図ります。また、可能な限り

「ワンストップ」でのサービス提供ができるよう、各

所管課や各機関の担当者が必要に応じて参加し、連

携・調整を図る「地域包括ケア推進会議」を開催しま

す。

福祉課

取組 内容

広報啓発の実施 近隣社協と協働し、事業啓発講座を開催して関係機関等との連携や事業

の理解を図り、生活支援員の増員にもつなげていきます。また、住民への

各種サロンや町社協出前講座等での事業紹介を進めます。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

相談機関の認知度
％ 69.5 72.0 75.0

「相談できる人はいない」「どこに相談したらよいかわから

ない」の割合（町地域福祉に関するアンケート調査）
％ 7.3 7.0 6.5
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２ 誰も自殺に追い込まれることのない地域づくり

※具体的な取組内容については第５章にて明記。

【方針・考え方】

誰も自殺に追い込まれることのないよう、さまざまな取組を進め、久御山町における自殺対策

を推進します。

子どもの自殺対策については学校や関係者が連携を図りながら、SOS の出し方に関する教育の

実施や悩みを抱える子どもを早期に支援につなぐ体制づくりを進めます。

自殺者等の名誉と生活の平穏に配慮しながら地域全体で支援します。

自助・互助

（住民）

l 一人で悩まずに相談しましょう。

l 周りの人のちょっとした変化を気にか

けてみましょう。そして、声をかけて

みましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 誰も自殺に追い込まれることのない地

域づくりを進めます。

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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３ 成年後見制度の利用促進

※具体的な取組内容については第６章にて明記。

【方針・考え方】

判断能力が不十分となり財産の管理や、日常生活に関する支援が必要になっても、住み慣れた

地域で自分らしく安心して暮らせるように、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的に推

進します。

自助・互助

（住民）

l 自分らしい生活や権利について考えて

みましょう。

l 成年後見制度に関する情報を入手し、

理解を深めましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 誰もが相談しやすいよう窓口の体制強

化に努めます。

l さまざまな媒体を活用して成年後見制

度を周知します。

l 制度を必要とする人が円滑に利用を開

始できるよう支援します。

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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４ 私もかかわるまちづくりの推進

（１）住民による相互支援活動の展開

＜町 取組内容＞

【方針・考え方】

私たちみんなにとって重要な役割である、近隣での支え合い、よりよい地域づくりなどの社会

活動への参画。多くの人がそのことを大切に感じ、自分なりに積極的に「わたしたちのまち久御

山」を支える役割を担っていけるまちづくりを進めます。

自助・互助

（住民）

l ボランティア活動に関する情報収集を

してみましょう。また、可能であれば、

ボランティア活動に参加してみましょ

う。

共助・公助

（町と

社協）

l 住民同士の相互支援活動が活発に行わ

れるよう支援します。

l それぞれの団体同士の連携を強化し、

支援のセーフティネットの構築に努め

ます。

取組 内容 担当課

住民や町社協等との

協働の推進

地域福祉活動の活性化や多様な住民参加システムの構

築、また、住民参加の機会の拡大を図りながら、住民

と町、町社協等が協働する中で、それぞれの役割を果

たし、さまざまな課題に取り組んでいきます。

福祉課

地域福祉を地域内で

考える機会の充実

住民の地域福祉への理解を促進し、住民自身による生

活課題の「認識→解決」の流れを促すために、地域に

おける懇談会等の機会充実を図ります。

福祉課

町域での話し合いの

機会の継続実施

町と町社協が主体的に実施する話し合いの機会を継続

的に行うことで、地域福祉に関する理解を広げ、今後

の町の福祉を担う人材の掘り起こしを行います。

福祉課

げんきサポーターの

活動推進事業

地域で住民同士が支え合う仕組みを考え、実際に活動

を進めていくげんきサポーターの活動する場として、

既存福祉団体等とのマッチング等の基盤整備を行い、

活動の場を広げます。

福祉課

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（２）各種団体活動の充実とネットワークの強化

＜町 取組内容＞

取組 内容

福祉を学ぶ講座の開

催

ハンディキャップ体験、社会福祉施設等での体験学習、ボランティア活動

体験等、学校・企業・地域等の環境に応じた学びの機会の提供を行ってい

きます。

地域福祉懇談会の開

催

自治会や地域福祉会等とともに、開催地域の実情に応じた話し合いの機

会を作り、進めていきます。

人材育成の推進 ボランティア講座等の実施により、広く住民にボランティア活動の啓発

を行い、研修等による人材育成に努めます。

ボランティア活動啓

発事業

情報誌、パンフレットの作成等といった、ボランティア活動の推進を図る

ため、住民へのボランティア活動の啓発や単独発行のボランティア情報

誌を継続的に発行し、ボランティア活動への啓発を行います。

ボランティア活動の

推進と住民活動への

支援

ボランティア活動の推進を図るため、広く住民を対象としたボランティ

ア講座のみでなく、より具体的で、活動につながるような研修会や講座の

開催を進めます。

ボランティア活動別

講座の開催

ボランティア活動への参加のきっかけや活動に必要な基本理念等を身に

つける機会として、引き続き各種ボランティア講座を開催します。また受

講者のグループ化を図り、活動へつなげます。

ボランティアの集い

の開催

ボランティアグループや個人登録ボランティアが一同に集まり、お互い

の活動の紹介や現状の報告を行い、相互理解を深めるため、引き続きボラ

ンティアの集いを開催します。

ボランティアグルー

プ代表者会議の開催

ボランティア活動の継続化、活性化等についてのボランティア間の意見

交換･情報交換の場を設け、ボランティアグループ間の連携の強化を図り

ます。

ボランティアニーズ

の把握と情報整理

福祉ニーズ調査等を用いてボランティアニーズの把握や新たな地域の情

報収集を実施し、ボランティア活動の場の提供や養成を行います。

取組 内容 担当課

住民活動団体同士の

交流促進

グループや組織、関係団体等が交流する場を提供し、

相互理解を深め、住民活動の充実が図れるよう努めま

す。また、町社協においても、各種団体と連携を図り、

会員増加への支援を進めていきます。

企画財政課

当事者の組織化支援 当事者の交流と連携を図り、必要に応じてその組織化

及び活性化を推進します。
企画財政課

自治会と福祉会の連

携

自治会と福祉会がともに地域福祉活動へ取り組めるよ

う交流等を促進します。
企画財政課
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（３）支援者をつなぐセーフティネットの構築

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

４ 私もかかわるまちづくりの推進 関連指標

取組 内容

住民活動団体同士の

交流促進

グループや組織、関係団体等が交流する場を提供し、相互理解を深め、住

民活動の充実が図れるよう努めます。また、町社協においても、各種団体

と連携を図り、会員増加への支援を進めていきます。

当事者組織や当事者

を支える組織の設立

支援

既存の福祉イベントを主要な交流の場として活動する上で、誰でもサロ

ンの活用に向けた広報周知を行い、当事者同士が集まれる機会の支援を

行うことで組織化に向けたきっかけと位置づけます。

取組 内容 担当課

住民や関係機関の連

携

住民や関係機関等が連携して福祉活動に対する意識の

高揚を図り、地域福祉のネットワークを築いていきま

す。見守りネット全体会議やその他事業を活用して、

地域福祉会や住民と各関係機関が交流や連携を図れる

取組を進めます。

福祉課

取組 内容

地域福祉リーダーの

育成

福祉のネットワークを拡充するため、研修会や勉強会を継続的に開催す

ることにより、地域福祉におけるリーダー層の育成を図ります。

地域福祉活動研修会

の開催

地域福祉活動の実践報告等について学び、また、各関係者の意見交換や交

流の場とするための研修会を開催します。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

町内のサークルなどの会員数 人 239 300 350

ボランティアバンク登録者数 人 303 310 320

ボランティアバンク登録団体数 団体 29 32 35

げんきサポーター活動の場の提供数 件 1 3 5

地域福祉懇談会開催数 か所 10 12 12
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５ 誰もが安心して暮らすことができる環境づくり

（１）住みよい地域環境づくり

＜町 取組内容＞

（２）安全・安心なまちづくり

＜町 取組内容＞

【方針・考え方】

久御山町は、防災、防犯や交通安全等に取り組み、子どもや高齢者、障害のある人、外国籍住

民等地域のすべての人にとって安心できる住みよいまちをめざします。

また、支援や介護が必要な人やその家族が抱えるさまざまな問題の解決や生活支援、自立支援

を行うために必要なサービスを確保し、確実に提供できるまちになります。

自助・互助

（住民）

l 備蓄品の準備や避難場所の確認等、災

害時の備えを日頃から行いましょう。

l 自分の可能な範囲で、困っている方が

いないか気にかけましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 誰もが安心して暮らせるまちとなるよ

う努めます。

l 災害時等の有事の際も、町全体で助け

合えるまちづくりを推進します。

取組 内容 担当課

不法投棄の防止 保健所や警察と協力し、監視パトロールや防止看板の

設置による不法投棄防止の啓発を進めます。また、住

民による監視を呼びかけます。

住民課

産業・環境政策

課

ふん害等の防止 ペットの飼い主のマナーを高めるため、広報紙、看板、

ふん回収袋配布で啓発するとともに、監視パトロール

を進めます。

産業・環境政策

課

身近な公園の整備 住民のやすらぎやふれあいの場となる身近な公園の計

画的な整備に努めます。また、公園について、段差解

消や車いす用のトイレ改修等のバリアフリー化を進め

ます。

建設課

取組 内容 担当課

自主防災組織の育成

と支援

災害時に住民が迅速に避難や対応ができるよう、各地

域における自主防災リーダーの育成を支援するととも

に、研修会の実施や必要な資機材の整備を支援します。

総務課

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（３）配慮が必要な方への支援

＜町 取組内容＞

地域における防犯・

防災への意識啓発

自治会や自主防災組織、サークル、広報紙や講座等で

防犯・防災への意識啓発を行います。
総務課

地域における防犯・

防災対策の推進

災害時だけでなく、日常的な支え合い活動にもつなが

る福祉マップづくりや避難行動要支援者の把握等、防

犯・防災対策の推進を図ります。

総務課

防災・防犯情報メー

ル配信システムの周

知と利用促進

町の登録型戸別受信システムへの登録を促すととも

に、京都府の防災・防犯情報メールへの登録もあわせ

て啓発します。

総務課

安全な道路環境の整

備

住民要望を踏まえ、順次交通安全施設の設置や幅員拡

大等の整備を進めます。
建設課

交通安全運動の推進 交通安全対策協議会や警察と連携し、交通マナーの遵

守や交通安全意識の啓発を進めます。また、交通安全

教室の実施、小学校区ごとの、登下校時の見守りの実

施を行います。

建設課

取組 内容

地域防災･減災講座

の開催

災害に対する住民の意識向上を図るため、町社協職員の出前講座として

実施しながら、開催の呼びかけについても継続的に行います。

福祉マップづくりの

推進

活動の重要性の啓発に努め、地域福祉活動研修会や町社協出前講座等で

福祉マップ作成を促します。また、支え合いマップとして、普段の地域福

祉活動にも活用を進めます。

災害ボランティアセ

ンター設置運用訓練

の実施

参加対象を広げ、継続的にボランティアセンター設置運用訓練を開催（毎

年度１回以上）することにより認知度を上昇させ、災害時に迅速に対応で

きるキーパーソンの育成に努めます。

取組 内容 担当課

虐待の未然防止と迅

速な対応の実施

相談体制の充実や各関係機関の連携強化による、虐待

の早期発見、早期対応に努めます。

くみやま子育て応援センター「はぐくみ」では、児童

虐待に対して関係機関と連携しながら継続した支援を

行います。

総務課

福祉課

子育て支援課

学校教育課

生活困窮者（世帯）へ

の支援

生活困窮者（世帯）の早期発見及び生活保護者（世帯）

の自立生活支援を行います。また、「こども未来魅力化

アクション・プラン」を策定し、生活困窮世帯のこど

も等の早期発見・早期支援につなげます。

福祉課

学校教育課
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

犯罪被害者への支援 犯罪被害に遭われた人やその遺族・家族の人が受けら

れた精神的負担を軽減するため、相談窓口の開設や経

済的支援を含めた総合的な支援を行います。

総務課

ひきこもりがちな方

の社会参加への支援

ひきこもりがちな方の社会参加を促すため、抱えるさ

まざまな問題について適切な支援が行える体制づくり

を進めます。あわせて、交流や社会復帰、就労のため

の訓練の機会、憩いの場の創出を進めていきます。

福祉課

ごみ出しが困難な世

帯への福祉収集サー

ビス

ごみを収集場所へ出すのが困難な世帯に対して、住民

同士の助け合いと安否確認もかねて、ごみ出しのあり

方や新たなサービスの開発につなげます。

住民課

認知症の人への対応 認知症になっても家族とともに住み慣れた地域で安心

して暮らせるよう、認知症に対する正しい知識の啓発

や相談体制の整備、家族への支援、地域での見守り環

境の整備を行います。

福祉課

家族介護者・介助者

への支援

家族介護者の心身の負担をより軽減するよう、家族介

護者の交流事業や支援金の支給を行います。また、障

害のある人の家族会の活動支援を進めていきます。

福祉課

外国籍住民への情報

発信

情報発信をする際は外国語の併記ややさしい日本語の

使用を推進するほか、京都府国際センターの相談窓口

についても情報発信します。

各課

外国籍住民への円滑

な対応

日本語によるコミュニケーションが難しい外国籍住民

対応を円滑に行うため、翻訳ツールややさしい日本語

の普及に努め、通訳の派遣等については検討します。

各課

すき間のない支援の

推進

制度の狭間でサービスを受けられていない、さまざま

な配慮が必要な人の個々のニーズに対応した、個別支

援の充実に努めます。

福祉課

取組 内容

認知症キャラバンメ

イトの交流の促進

キャラバンメイトとして活動する人が定期的に集まる場をつくること

で、キャラバンメイトの資質向上を図り、サポーター養成講座の充実に努

めます。

認知症サポーター養

成講座の開催と呼び

かけ

継続的にさまざまな機会や場所での講座の開催をめざして働きかけま

す。また、町全体に向けた講座等も開催し、認知症の理解を深め、支援者

を養成します。

貸付相談の受け付け

生活課題が深刻化する前に相談に来てもらえるよう、より気軽に相談で

きる窓口づくりを進めます。また相談の対応も継続しつつ、相談窓口の連

携、貸付後のフォローにも力をいれ、相談者の自立に向けた支援を行いま

す。
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５ 誰もが安心して暮らすことができる環境づくり 関連指標

各種貸付の実施
社協貸付基金、生活福祉資金、総合支援資金、長期貸付基金等の貸付等、

状況に応じた制度の活用を進めます。

介護保険事業所・障

害福祉事業所等の体

制整備

町社協において、住民のニーズに柔軟に対応できる事業所や職員の体制

整備を行います。また今後も継続してサービスが提供できるよう人材確

保等に取り組みます。

福祉職員研修会の開

催

利用者のニーズに合ったサービスの提供を行うため、町社協職員だけで

なく、町内福祉事業所に勤務する職員全体向けの資質向上研修会を開催

します。

ささえ愛サービスの

充実

ささえ愛サービスの支援内容や支援の質を拡充し、配慮が必要な住民そ

れぞれの安定した生活しやすい環境づくりを進めます。

また、協力者の増員を図るために、啓発活動にも取り組みます。

外国籍住民への情報

発信

情報発信をする際は外国語の併記ややさしい日本語を使用するほか、京

都府国際センターの相談窓口についても情報発信します。

外国籍住民への円滑

な対応

日本語によるコミュニケーションが難しい外国籍住民対応を円滑に行う

ため、翻訳ツールややさしい日本語の普及に努め、通訳の派遣等について

は検討します。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

自治会単位での福祉防災マップの作成か所 か所 2 5 8

要支援者等宅への防火訪問の実施（延べ職・団員数） 世帯 150 全世帯 全世帯

認知症サポーターの養成人数 人 2,984 3,900 4,900

公園整備 か所 45 45 45

絆見守りネットワーク参画企業・事業所の拡充 組織 123 130 130

家族介護者交流事業参加者 人 20 40 40
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６ 地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり

（１）地域福祉を知る機会の充実

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

【方針・考え方】

地域福祉の考え方、支え合いの精神と自主的な行動の大切さを、子どもから高齢者まで多くの

人に広め、学ぶ機会を提供することで、誰もが地域福祉の担い手として活躍できるまちになりま

す。

自助・互助

（住民）

l 地域福祉に関する情報を積極的に入手

しましょう。また、講座等の学びの場

にも参加してみましょう。

l 福祉・道徳・人権等について考えてみ

る機会を設けましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 地域福祉を知る機会を創出し、身近に

福祉を考えてもらう環境づくりを進め

ます。

l 福祉教育・道徳教育の推進、人権尊重

のまちづくりを進めます。

取組 内容 担当課

企業の社会貢献活動

の推進

町内を活動拠点とする企業と協働し、地域福祉推進と

企業活動の向上をともに推進していきます。

産業・環境政策

課

広報活動の充実 「広報くみやま」、「町民カレンダー」、町社協広報紙「く

みやま社協だより」その他パンフレットなどの紙面や

ホームページの充実を図り、住民の地域福祉について

の理解を深めます。

福祉課

取組 内容

地域福祉に関する周

知と講座等の充実

地域福祉の考え方を知ってもらい、自らの課題として捉えてもらうため

の学びの場の提供を行い、主体的なまちづくりへの参画につなげます。

実践的な学びの場の

提供

ハンディキャップ体験、福祉の仕事体験、ボランティア活動体験等、各種

福祉関係団体が協働して、福祉に関係した実践的な学びの場を提供しま

す。

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として



45

（２）福祉教育・道徳教育の推進と青少年健全育成

＜町 取組内容＞

自治会等への講座開

催依頼

町社協出前講座の周知を積極的に行っていきます。

当該地域の課題抽出 高齢者等の実態調査や地域での懇談会等を行い、住民とともにその地域

が持つ課題を抽出して課題解決に努めます。

地域福祉講座の開催 町社協出前講座の周知を積極的に行うことで、地域で福祉を学び、地域に

目を向ける機会の提供としていきます。

福祉協力員等の資質

向上のための研修会

の実施

サロン活動のプログラムや介護予防を目的とした運動、脳トレーニング

などをスタッフが行えるよう、技術等の習得の機会を作ります。また、参

加者の変化への気づきをもとに地域の課題解決へつなげることのできる

体制を作ります。

見守り活動への参画

呼びかけの継続実施

生活課題を持つ地域住民を見逃さない絆ネットワークの一員として企業

にも見守り活動へ参画してもらう呼びかけを行います。

認知症サポーター養

成講座の共同開催

認知症を理解する機会として認知症サポーター養成講座を商工会や企

業、ＪＡ等と協働して企画、開催することで認知症の理解を深め、通常業

務の中での無理のない見守りにつなげ、社協や地域包括支援センターな

どとの連絡体制を構築していきます。

定期的な情報誌の発

行

掲載内容や発行時期等の調整を行いながら住民に親しんでもらえる広報

紙として、紙面の充実を図っていきます。

ホームページの充実

とＳＮＳの活用

ホームページにおける案内・報告等の内容更新を迅速に行い、きめ細かな

情報提供に努めます。また、ＳＮＳ等を活用することで幅広い世代への情

報提供を進めます。

高齢者・障害者にや

さしいお店情報誌の

作成

高齢者や障害のある方等、日常生活に不便を感じている方の生活を豊か

なものにするため、作成した地域のお店情報誌を必要に応じて改訂し、発

行します。

町社協紹介パンフレ

ットの作成

地域福祉についての理解を進め、福祉団体を知ってもらうための社協ガ

イドブックについて、定期的な修正加筆は必要であるため、５年程度の間

隔で新たなガイドブックを作成します。

取組 内容 担当課

就学前における福祉

教育の推進

認定こども園において、福祉施設訪問やシニアクラブ

との交流活動を実施します。
学校教育課

小中学校における福

祉教育の推進

小学校と中学校で、介護体験等実践的な福祉の体験学

習を実施するとともに、PTA、各種団体、ボランティア

を通じて朝のあいさつ運動を行います。また、町社協

や各種福祉団体において、児童や生徒の福祉に関する

学びについての協力を行い、子どもたちに人権意識や

他者理解を進める機会を提供します。

学校教育課
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（３）人権尊重のまちづくり

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

道徳教育の推進 豊かな人間性を育む心の教育を推進するため、地域ぐ

るみの取組や集団生活を通じた指導を充実させます。
学校教育課

青少年の健全育成の

支援

青少年健全育成協議会等の活動を推進するため、積極

的に支援を行います。
生涯学習応援課

取組 内容

小中学校等への福祉

関係人材の派遣

学校等が実施する福祉を学ぶ授業等へ生活課題当事者やボランティア活

動者を派遣し、実際の声を聞き体験する機会を提供します。

介護施設での福祉学

習の受け入れ

中学校等が実施する職場体験の一環として、通所事業所等が希望者を受

け入れ、直接利用者とふれあえる機会を提供します。

取組 内容 担当課

ノーマライゼーショ

ン意識の向上

情報誌やイベントなど、さまざまな機会や方法を使い、

障害等に起因して社会的に弱い立場に置かれがちな

人々への住民の理解を促進し、誰もが暮らしやすいま

ちづくりに取り組めるよう努めます。

福祉課

子どもたちへの人権

教育の推進

幼児・児童・生徒の生きる力の育成や発達段階に対応

した体系的・計画的な人権教育を推進します。
学校教育課

人権啓発活動の推進 広報紙、パンフレット、街頭活動等を通じて人権啓発

を展開します。

総務課

住民課

人権研修の推進 住民等を対象とした人権研修を行うとともに、町職員、

教職員、福祉サービス従事者等を対象とした研修会を

開催します。また、より時代に即した研修となるよう

テーマや内容など工夫に努めます。

総務課

住民課

学校教育課

生涯学習応援課

人権相談の実施 差別や人権侵害、生活上の悩みなどに対応するため、

関係機関と連携して相談を行います。
住民課

取組 内容

町社会福祉大会の開

催

福祉活動の理解促進と福祉貢献者への感謝を表する大会を隔年で開催し

ます。

※隔年開催

ふれあい福祉まつり

の開催

町内の在宅福祉、医療に関係のある団体や、ボランティアグループの参画

を進め、より開かれた福祉まつりをめざします。
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６ 地域福祉について学ぶ場と知る機会づくり 関連指標

広報周知活動の実施 広報紙やホームページなどを活用して当事者団体が発信できる機会の提

供に努めます。

地域と当事者をつな

ぐ事業

障害の有無や世代、性別に関係なく誰もが連携できる関係づくりをめざ

すため、当事者団体の方々が地域で関係づくりを進めることができる取

組についてともに考える機会を作ります。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

地域福祉についての広報回数 回／年 10 12 15

ふれあい福祉まつりの住民参加人数 人 180 200 220
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７ 誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり

（１）公共交通の充実と移動手段の確保等

＜町 取組内容＞

【方針・考え方】

久御山町に暮らすすべての人が、さまざまな人と交流しながら、生涯を通じて自己実現や地域

社会での役割を果たすことができるまちになります。

自助・互助

（住民）

l ユニバーサル・デザイン等の、福祉に

関する考え方について積極的に学びま

しょう。

l 地域福祉に関する講座等に参加してみ

ましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 誰もが地域活動等に参加しやすくなる

よう、交通や移動・外出に対する支援

を実施します。

l 福祉に関する情報提供を積極的に行い

ます。

取組 内容 担当課

移動や公共交通利用

への支援

高齢者のバス利用の助成等、移動支援サービスの実施

等に努めます。

また、住民と町がともに地域交通のあり方を検討する

久御山町地域公共交通会議を開催し、よりよい交通シ

ステムを検討し、課題解決に努めます。

福祉課

新市街地整備課

外出機会の促進 住民や社協等と協力することで、誰もが外出しやすい

環境づくりを進めます。
福祉課

高齢社会を見据えた

移動の支援

通院や買い物、金融機関等への移動に不便を感じる高

齢者等への支援を検討し、課題解決に努めます。

福祉課

新市街地整備課

買い物支援の実施 食料品等の日常の買い物が困難な人に対する支援策と

して、住民活動による買い物代行支援やシルバー人材

センターや民間業者による宅配サービスなど支援シス

テムの構築に努めます。

福祉課

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（２）ユニバーサル・デザインのまちづくり

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

取組 内容

ささえ愛サービス

（移送サービス）の

推進

住民参加型の在宅福祉活動として協力会員の確保と養成に重点を置き、

広報周知と研修会等を実施します。また、利用会員についても啓発を進め

ることで増加をめざします。なお、他機関の実施する同様のサービスやボ

ランティア活動との連携体制も確立します。

ゆったりケアサービ

スの推進

町社協の訪問介護利用者のうち、通院等介護保険で対応できない人を対

象に外出を支援する「ゆったりケアサービス」を実施します。

買い物送迎サービス

の推進

買い物送迎サービスを支援する活動について、さらにボランティアグル

ープ等に参画への声かけを行い、多くの協力のもとで買い物支援に取り

組むことができる環境を作ります。

取組 内容 担当課

ユニバーサル・デザ

インの啓発

広報紙やイベントなどを通じて、ユニバーサル・デザ

インの考え方の普及を図ります。
福祉課

安心して歩ける道路

の整備

町道について、ユニバーサル・デザインの観点で、歩

道等の整備に努めます。また、段差の解消や視覚障害

者誘導用ブロックなどの整備等を進めます。

建設課

公共施設、学校改修 各公共施設、学校施設において、さらなるバリアフリ

ー化を進めます。

企画財政課

福祉課

学校教育課

生涯学習応援課

ホームページの充実 誰もが情報を手に入れやすいよう対応した、ホームペ

ージ作成に努めます。
総務課

取組 内容

ホームページの充実 障害の有無に関係なく情報を取得できることに配慮したホームページの

作成を行います。

情報誌やパンフレッ

ト等の充実

紙媒体での情報提供について、視覚障害者等にも情報が届くよう、音声コ

ードの導入などに努めます。



50

（３）福祉情報の提供の充実

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

７ 誰もが地域や社会に参加しやすい環境づくり 関連指標

取組 内容 担当課

地域福祉を学ぶ機会

の提供

自治会ごとの介護予防教室等の開催を進め、居宅で安

心して生活を続けるための情報の提供を行います。
福祉課

地域福祉参画に向け

た情報取得機会の充

実

福祉等に関する情報を広報紙やパンフレット、ホーム

ページなどさまざまな媒体で提供できる体制を整えま

す。

福祉課

コミュニティ放送の

活用

町のお知らせや話題、災害時の情報等をタイムリーに

提供するため、ＦＭうじ放送の活用を図ります。
総務課

町出前講座の開催 町の制度や施策を理解できるよう、団体・グループの

会議等に職員を講師として派遣し、わかりやすく説明

します。

総務課

取組 内容

地域福祉活動研修会

や見守り活動研修会

等の継続的な開催

町全体を対象とした地域福祉活動に関する学びの機会を継続的に開催し

ます。

少人数を対象とした

福祉講座の開催や講

師の派遣

自治会や事業所、学校等からの依頼により、少人数を対象として、身近な

課題に触れていただくことのできる機会の提供を行います。

終い支度セミナーの

継続開催

高齢期における生活課題や先の不安などを解消するため、エンディング

ノートの書き方や生前整理のことなどを学ぶセミナーを開催します。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

ささえ愛移送サービスの利用回数 回／年 193 250 300

ささえ愛サービス（家事支援）の利用時間 時間／年 23 30 50

買い物支援ボランティア活動者 人 14 25 50



51

８ 地域住民の交流の場づくり

（１）誰もが集える交流や憩いの場づくり

＜町 取組内容＞

【方針・考え方】

「向こう三軒両隣」のごく身近な近所や自治会の単位で、住む人がお互いに顔見知りで、助け

合えるあったかい地域づくりを進めます。

また、住民が自分たちの力で「わたしたちのまち久御山」を作るための、主体的な意識づくり

を進めます。

自助・互助

（住民）

l 集いの場や自治会等に参加し、地域の

人と交流しましょう。

l 地域における見守りを行い、お互いに

支え合い、助け合いましょう。

共助・公助

（町と

社協）

l 交流の促進、居場所づくりを行い、誰

もが交流できる環境を整えます。

l 見守り活動の実施に向けた支援を行

い、地域福祉の推進に努めます。

取組 内容 担当課

住民同士の多様な交

流の促進

障害の有無等を問わず、子どもから高齢者まで、世代

を超えて誰もが集える、住民同士のふれあいや交流を

促進します。

企画財政課

多世代間交流の促進 すべての世代の人が気軽に立ち寄り、また、集まるこ

とができる拠点を提供し、多世代間交流を促進します。
生涯学習応援課

生涯学習活動の促進 住民の自主的な生涯学習活動を支援し、リーダーの育

成、活動場所の提供等を行います。
生涯学習応援課

シニアクラブへの支

援

高齢者の生きがい対策の充実を図るため、シニアクラ

ブの充実を図ります。また活動支援を行います。
福祉課

社会参加と生きがい

づくりの推進

誰もが地域における役割を持ち、いきいきと輝き活躍

できるよう生きがいづくりの推進を行います。
福祉課

スポーツ・レクリエ

ーション活動の推進

住民誰もが安心・安全に楽しめるイベントを実施し、

住民主体のスポーツ・レクリエーション活動を推進し

ます。

生涯学習応援課

自助

互助

共助

公助

家庭

隣近所～小学校区

町全域

町全域

４つの「助」×地域の範囲

※目安として
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（２）自治会活動の推進

＜町 取組内容＞

取組 内容

誰でもサロン活動の

推進

サロン開設に向けた声かけを進めるとともに、今後は福祉当事者への支

援として、認知症カフェ、障害者サロン、子育てサロンなどへとつながる

ような声かけも進めていきます。

世代や障害の有無を

越えた交流事業

誰でもサロンの活用を前提として、既存の地域福祉会だけでなく、ボラン

ティアなどさまざまな団体へ声かけを行い、交流の場づくりを進めます。

地域の居場所づくり 地域の居場所や集まり、活動の拠点としてほっとハウス「チエさん」を運

営します。

子育て支援活動の啓

発

子育てサロン活動等の支援活動について、広報紙やチラシ、地方新聞等を

活用し、さらに多くの人に参加してもらえるきっかけづくりを行います。

講座の開催 退職後の生き方についての啓発と人材能力発掘と開発を主目的とし、健

康保持・増進と生きがいづくりを図ることができる講座を継続的に開催

し、シニア世代の地域デビューを支援します。

※隔年開催

取組 内容 担当課

自治会活動への支援 自治会活動を支援するため、町政協力金の支給や新た

に住宅開発された地域等に対して自治会の組織化に向

けて支援します。

企画財政課

自治会加入の促進 自治会の未組織化地域や加入率の特に低い自治会に対

して、積極的に加入促進等の働きかけを行います。
企画財政課

公会堂等への補助支

援

老朽化した公会堂等の新増改築補助やバリアフリー化

補助を行います。また未設置地区への公共施設の開放

や施設整備補助を進めます。

企画財政課

自治会の児童遊園整

備への支援

自治会が管理している簡易児童遊園の整備に対して事

業費を補助し、支援します。
子育て支援課

自治会と町、町社協

の連携

自治会長会や住民懇談会等の継続的な開催による、自

治会と町、町社協の連携の強化、住民意識の変革と担

い手の掘り起こしに努めます。

企画財政課

自治会同士の交流の

促進

自治会長同士の交流事業やイベントなどによって自治

会同士の交流促進を図ります。
企画財政課
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（３）地域福祉・見守り活動の推進

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

取組 内容 担当課

見守り体制の整備 地域の誰もが顔なじみのあったかい地域となるよう、

ひとり暮らし高齢者や認知症の人・障害者等への見守

り活動や訪問活動の充実を図り、地域全体で緩やかに

見守り合う「お互いさま」の気持ちをみんなで高める

雰囲気づくりを進めます。

福祉課

要配慮者の把握や地

域における身近な支

援の促進

住民が日頃から配慮が必要な地域内の住民を把握し、

異変が生じた時や災害時に備えるよう、各住民団体の

活動を促進します。

福祉課

取組 内容

訪問活動の促進 傾聴ボランティア活動を進めるなど、ひとり暮らし高齢者等への訪問活

動を促進・支援します。

傾聴ボランティア養

成講座の開催

傾聴ボランティアグループ「こころ」と協働し、傾聴の大切さや技術を学

ぶ研修会を開催し、ボランティアや地域活動者の資質向上を図ります。ま

た、同時に傾聴ボランティアの増員にもつなげます。

絆見守りネットワー

ク事業の啓発・周知

さまざまな媒体や機会を活用して、絆見守りネットワーク事業について

の啓発・周知を行います。

コミュニティソーシ

ャルワーカーの活動

推進

地域包括支援センターや町社協に相談された個別事例に対応して、すぐ

に地域へ出向き、適切な機関と連携し、課題解決や継続的な支援をしま

す。

見守り協力企業との

連携

町内企業等と地域での見守りについての協力体制をとることで、ネット

ワークの網の目をさらに細かいものにし、気になる人の見落としをなく

す取組を進めます。

地域福祉会での見守

り活動の充実

地域での見守りや個別訪問活動について、それぞれの地域に応じた形で

推進を図ります。また、地域において気になる方等の相談があった時に関

係者が一同に会してそれぞれのできることを出し合い、課題解決に向け

た会議開催を進めます。

高齢者世帯等実態調

査の継続実施

民生児童委員との協働による高齢者世帯等の調査を実施し、見落としの

ない福祉ネットワークの推進につなげます。
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８ 地域住民の交流の場づくり 関連指標

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

自治会への加入割合 ％ 42.2 50.0 50.0

傾聴ボランティア活動の利用人数 人 3 6 10

誰でもサロン活動実施か所数 か所 17 20 23

ミニデイサービス参加者数 人 1,813 1,900 2,000

いきがい大学参加者数 延べ人数 965 100 200



55

第５章 自殺対策への取組（自殺対策計画）
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１ 策定の趣旨

我が国の自殺者数は、平成 15 年に統計開始以降最多の 34,427 人となり、その後は減少傾向

にあります。しかし、依然として毎年２万人を超えて推移しており、年代別にみると 10 歳代の

自殺死亡率（人口 10万人に対する自殺者数）は平成 29 年以降上昇傾向にあります。また、自

殺死亡率は、世界の主要先進７か国の中で最も高くなっています。

国は、平成 18 年に自殺対策基本法を制定し、総合的な自殺対策を講じてきましたが、こうし

た状況を鑑み、令和７年 12 月に自殺対策基本法を一部改正し、こどもに係る自殺対策を推進

するための体制整備・措置、デジタル技術を活用した施策の展開、自殺リスク情報の迅速な把

握、自殺を助長する情報・設備等対策等について規定しました。

本町では、「誰も自殺に追い込まれることのない地域づくり」に向けた取組を推進します。

２ 位置づけ

本章は、自殺対策基本法第 13条第２項の規定に基づき策定する「市町村自殺対策計画」とし

て定め、国の「自殺総合対策大綱」や京都府の「京都府自殺対策推進計画」との整合性を図り

ます。

３ 久御山町の現状

本町における自殺者数は、０～４人の間で推移し、５年間の平均としては３人となっていま

す。自殺死亡率については、令和２年から令和６年の５年間平均で 17.8 となっており、京都

府・全国より高くなっています。

また、令和２年から令和６年の自殺者を性別年齢別にみると、50 歳代の男性が多くなってい

ます。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 平均

自殺者数 3人 4人 3人 4人 0人 3人

自殺死亡率

（人口 10 万人対）
18.8 25.3 19.3 25.8 0.0 17.8

京都府 13.7 14.7 14.6 16.2 14.1 14.7

全国 16.7 16.7 17.5 17.6 16.3 17.0

（資料：【厚生労働省】地域における自殺の基礎資料）
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４ 具体的な取組内容

（１）自殺対策に係るネットワークの充実

＜町 取組内容＞

取組 内容 担当課

各種関係機関・団体

等との連携・強化

民生委員・児童委員や社協の絆見守りネットワーク等、

関係機関・団体等と連携をとり、自殺対策に取り組み

ます。

福祉課

ケース会議等による

情報共有の実施

各種関係機関・団体等が抱える課題、住民からの相談

内容等を共有し、速やかに適切な対応をしていけるよ

う取り組みます。

福祉課

見守りが必要な人の

把握

見守りが必要な人を把握し、常に支援できる距離感、

相談体制をとります。
福祉課

（資料：【厚生労働省】地域における自殺の基礎資料）
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（２）住民への周知と啓発

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

人材の確保と支援者

への支援

自殺の危険を示すサインに気づき話を聞き、見守った

りする「ゲートキーパー」を担う人材等を養成します。

また、自殺予防対策に携わる人の心の健康を維持する

仕組みを構築します。

福祉課

取組 内容 担当課

広報紙等への掲載 「広報くみやま」やＳＮＳを活用して、自殺対策に関

する情報や正しい知識の普及を図ります。
福祉課

ホームページ・その

他情報媒体による情

報発信

町内の各種相談窓口をはじめ、京都府自殺ストップセ

ンターなど、府の相談窓口についても情報発信します。 福祉課

心の健康に関する講

座・イベント等の開

催

「自殺に関する講演会」をはじめとする、心の健康や

自殺対策に係る講座やイベントを実施し、自殺や自殺

予防に関して広く住民への周知を行います。

福祉課

自殺予防・心の健康

づくり

地域における自殺対策を強化するため自殺防止に係る

啓発事業を実施します。
福祉課

自殺対策強化月間・

自殺予防週間の取組

国の取組と連携し、自殺対策強化月間・自殺予防週間

の取組を行います。また、啓発物品の配布等を行い、

自殺予防に関する啓発活動を実施します。

福祉課

子ども・若者に対す

る周知と啓発の実施

小中学校での自殺対策の講習の実施、ニ十歳のつどい

における自殺対策に係る情報周知の実施等、子どもや

若者が自殺で悩み自殺に追い込まれることのないよ

う、支援を行います。

福祉課

学校教育課

生涯学習応援課

児童・生徒の SOS の

出し方に関する教育

の実施

児童・生徒が悩みや課題に直面した際の対処方法を身

につけるための教育、相談体制の周知を行い、悩む児

童・生徒を早期に支援へつなぐ体制を整備します。

学校教育課

困難を抱える女性へ

の相談支援

配偶者等からの暴力や予期せぬ妊娠、育児不安等の困

難を抱える女性が相談しやすい環境を整備していくた

め、相談窓口の周知に努めます。

福祉課

子育て支援課

取組 内容

社協だより等広報誌

やホームページでの

啓発

自殺対策に関する情報や知識を住民へ周知する媒体として、社協の広報

紙やホームページを活用します。
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（３）生きることへの促進要因への支援

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

５ 数値目標

国では、自殺死亡率を先進諸国の水準まで減少することをめざし、令和８年までに平成 27 年

比 30％減少させることを目標としています。

久御山町では、『自殺者数０』を目標に掲げ、住民とともに誰も自殺に追い込まれることのな

い町の実現をめざします。

取組 内容 担当課

居場所づくり 誰も自殺に追い込まれることのないよう生涯学習の振

興、スポーツ等健康づくりの推進等、居場所を作り、

人と関わる機会を増やし、生きることの促進要因を増

やします。

生涯学習応援課

相談支援体制の充実 各種相談支援事業を実施し、相談内容を早期に適切に

支援につなげられるよう努めます。また、悩みを抱え

る人や、自死遺族の人等が、相談しやすい環境を整備

していくため、相談窓口の周知に努めます。

福祉課

健康診断受診促進に

向けた取組の実施

各種健康診断の受診率促進に向けた取組を進め、住民

一人ひとりが自身の健康に関心を持ち、健康増進を心

掛けられるよう努めます。

国保健康課

見守り・各種訪問活

動の充実

乳幼児全戸訪問等の訪問活動を実施し、悩みを抱える

人の早期発見に向けた対応を行います。
子育て支援課

いじめや不登校に対

する対応の強化

小中学校へのスクールカウンセラー配置、別室登校生

徒に対する心の教育相談員による相談支援の実施等、

児童・生徒が相談しやすい環境づくりを整備し、対応

を強化します。

学校教育課

取組 内容

見守り・各種訪問活

動の充実

見守り活動を実施し、悩みを抱える人の早期発見に向けた対応を行いま

す。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

自殺者数 人 0 0 0
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第６章 成年後見制度利用促進への取組

（成年後見制度利用促進計画）
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１ 策定の趣旨

成年後見制度は、認知症や知的障害その他の精神上の障害があることにより判断能力が不十

分になった人の財産を守り、日常生活を支える手段として平成 12 年に導入されました。しか

し、制度が十分に利用されていない状況を鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律（以

下「促進法」）が平成 28 年５月に施行されました。

促進法において、市町村は、国が定める成年後見制度利用促進基本計画（以下「促進計画」）

を勘案して、当該市町村の区域における利用促進に関する施策についての基本的な市町村計画

を定めるよう努めるとされました。

国は、令和４年度から令和８年度までを計画期間とする第二期促進計画を策定し、本人を中

心とした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置づけた上で、

地域共生社会の実現に向けて成年後見制度利用促進の取組をさらに推進していくこととして

います。

本町では、判断能力が不十分となり財産の管理や、日常生活に関する支援が必要になっても、

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせるように、成年後見制度の利用促進に関する施策

を総合的に推進します。

２ 位置づけ

本章は、促進法第 14 条第１項の規定に基づき策定する「市町村成年後見制度利用促進計画」

として定め、「久御山町高齢者保健福祉計画」、「久御山町障害者基本計画」との整合を図ります。
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３ 久御山町の現状

本町の高齢化率は 30％を超えており、成年後見制度利用のため、町長による審判の申立や後

見人等への報酬助成を行っています。

今後も高齢化の進行による認知症高齢者等の増加が見込まれるほか、知的・精神の障害者手

帳所持者なども増加傾向にある状況に比して、成年後見制度の利用は進んでいない状況です。

資料：介護保険事業状況報告月報（各年度９月末現在）

資料：手帳交付台帳登載者数（京都府）（各年度末現在）

要介護・要支援認定者、療育手帳所持者、

精神障害者保健福祉手帳所持者の推移
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◆成年後見制度利用者数

（単位：人）

◆成年後見制度の町長申立・後見人等への報酬助成の利用者数

（単位：人）

４ 具体的な取組内容

（１）権利擁護にかかる体制の強化

成年後見制度を必要とする人が適切に制度を利用できるよう、久御山町社会福祉協議会と町

関係課が一体となり中核機関として運営していく体制を整備するとともに、福祉・医療・地域

のさまざまな団体等との相談支援ネットワーク（くみやま“あい”をつなぐプラットフォーム）

に、司法等を加えた地域連携ネットワークの体制を段階的・計画的に構築していきます。

また、地域連携ネットワーク等での見守り体制の整備により、成年後見人等が孤立すること

なく相談等が受けられる体制を整備し、不正の未然防止や早期発見を図ります。仮に、成年後

見人等の不適切な行為が把握された場合や情報提供があった場合は、必要に応じて家庭裁判所

等の関係機関と連携し、迅速な対応に取組みます。

＜町 取組内容＞

令和２年

12 月末

令和３年

12 月末

令和５年

３月末

令和６年

３月末

令和７年

３月末

法定後見 20 26 32 29 31

内
訳

成年後見制度

利用者数
16 17 2 18 18

保佐 2 6 6 7 9

補助 2 3 4 4 4

任意後見 0 0 1 1 1

計 20 26 33 30 32

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

町長申立 8 9 7 2 3

報酬助成 4 3 4 5 5

取組 内容 担当課

権利擁護支援の相談

支援体制の充実

適切な権利擁護支援に結びつけるため、町の相談支援

体制を構築します。
福祉課

権利擁護支援の必要

な人の発見・支援

地域住民に対し判断能力の低下に伴う様々な課題等を

周知することにより、権利擁護支援を必要とする方の

発見に努め、速やかに必要な支援に結びつけます。

福祉課

資料：京都家庭裁判所

資料：福祉課
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＜社会福祉協議会 取組内容＞

（２）誰もが利用しやすい制度の運用と周知の促進

支援を必要とする人が安心して制度を利用することができるよう、申立て手続きの支援や町

長申立ての実施、申立て費用などの助成など、誰もが利用しやすい制度の運用に取り組みます。

住民や地域連携ネットワークに関わる関係者が制度を知り理解することにより、地域全体で

支え合う制度として住民に理解されるよう、制度の周知や啓発活動を実施します。

＜町 取組内容＞

＜社会福祉協議会 取組内容＞

本人の意思を尊重し

た支援体制の構築

意思決定しやすい環境づくりのため、本人の特性に合

わせた丁寧な説明等の対応が進むよう関係者へ周知し

ます。

福祉課

取組 内容

権利擁護支援の相談

支援体制の充実

適切な権利擁護支援に結びつけるため、社会福祉協議会の相談支援体制

を構築します。

法人後見への対応 京都府社会福祉協議会が実施する法人後見の情報共有や業務の分担を行

い、必要な支援を行います。

取組 内容 担当課

制度の広報・周知 「広報くみやま」やホームページなどの広報媒体を活

用して、成年後見制度の周知と住民の理解を促進しま

す。

福祉課

相談・対応体制の整

備

早期の段階から、成年後見制度の利用について身近に

相談できるよう、窓口等の体制の強化を進めていきま

す。

福祉課

成年後見制度の利用

支援

町と社会福祉協議会で連携し、本人や親族等による申

立が難しい場合に、町長が家庭裁判所に審判の申立を

行うことにより、制度の利用につなげます。

福祉課

取組 内容

制度の周知と理解促

進

成年後見制度に関する情報や知識を周知するため、ガイドブック等によ

る広報や司法書士による法律相談を実施します。

相談・対応体制の整

備

早期の段階から、成年後見制度の利用について身近に相談できるよう、窓

口等の体制の強化を進めていきます。

成年後見制度研修会

の開催

生活支援員等事業に関わる方々への制度理解を深めるための研修会を行

います。

他制度（成年後見制

度等）との連携

成年後見制度等の他制度との連携を図り、スムーズな移行等について準

備を行います。
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５ 数値目標

地域福祉権利擁護事

業の推進

判断能力に不安がある人に寄り添い、本人の意向を確かめながら支援を

行う地域福祉権利擁護事業を推進します。

指標名 単位
基準 目標

R６ R12 R17

成年後見制度についての広報回数（町） 回／年 0 2 2

成年後見制度についての広報回数（社会福祉協議会） 回／年 0 3 5

成年後見制度研修会の開催回数 回 0 2 2


